
下水道部
社会資本整備総合交付金

事前検討 導入可能性調査
資産調査・情報整備

実施方針等作成 選定・契約 事業開始

•DBO
•BTO
•BOT
•（改築を含む）
コンセッション

•包括的民間委託
•（改築を含まない）
コンセッション

官民連携手法

既存施設の維持管理の場合は交付金交付対象外

社会資本整備総合交付金の適用には条件があり事前に 個別相談 が必要

下水道事業におけるPPP/PFI手法導入に係る国の財政支援メニュー

○下水道事業においてPPP/PFI手法の導入を検討している地方公共団体等に対し、検討内容や段階に
応じて、国による財政支援を実施しています。

○補助金によるスタートアップ支援のほか、専門家派遣など、具体的な検討段階における支援も別途実施
しています。

○国交省下水道部から他部局・省庁への紹介も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

下水道部
（モデル都市）

○総政局
先導的官民連携支援事業等

• 先導的と認められる事業
https://www.mlit.go.jp/sogoseisa
ku/kanminrenkei/1-3.html

○内閣府
民間資金等活用事業調査費補助
事業

• 所管省庁が明確でない事業
• 複数の省庁に所管がまたがる事
業
https://www8.cao.go.jp/pfi/shien
/shien_index.html

＜下水道事業におけるPPP/PFI手法導入の主な財政支援メニュー＞

維持管理は
交付対象外


